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 ■　本日の説明事項
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１　市の概要



 ■西脇市の概要（都市計画区域）
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加東市加西市

多可町

丹波市

篠山市

＊参考：西脇市行政区域面積 13,244ha（内、市街化調整区域面積 7,190ha／約55％）

西脇市の都市計画区域



２　特別指定区域制度と
　　　　　　　　土地利用計画



■特別指定区域制度と土地利用計画
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市街化調整区域における厳しい建築制限等による
地域活力の低下といった諸問題に対応するため、
兵庫県が平成14年度に創設した制度。地域の意向
や将来像を踏まえて、地域に必要な建築物を建て
られるよう規制緩和を図る。

特別指定区域制度

協議会等市

市 地区

新規居住者を
受け入れよう

既存工場を拡張・増築
できるようにしよう

住環境、農地、
自然を守ろう

迷惑施設はいらないな

住民説明会 案の縦覧＋意見書提出

【地元意見の反映】

特別指定区域（案）の作成

特別指定区域の県指定

調整区域土地利用計画
作成

市都市計画審議会
市街化調整区域において、無秩序な市街化を抑制しな
がら、低未利用地を有効活用し、農村環境の維持と地
域の活力維持を目指すべく、令和４年２月に改定（※
以下、「調整区域土地利用計画」という。）

　西脇市市街化調整区域土地利用計画 作成が必要

作成済み

県へ指定申出



３　変更申出の概要　



 ■特別指定区域の指定申出予定箇所
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西脇市の世帯数の推移

西田地区
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■西脇市特別指定区域の指定状況全体図

西田地区

西脇市役所



 ■特別指定区域の指定申出予定箇所　区域の現況写真
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西脇市の世帯数の推移
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土地利用計画上の区域

集落区域 良好な居住環境を保全または形成する区域

■土地利用計画図

指定申出予定区域



■特別指定区域のメニュー【集落区域】

▶

集落に10年以上居住している者が経営する小規模事業所が建築できる区域

【今回の新規指定申出：地縁者の小規模事業所区域】

　特別指定区域のメニュー【特定区域】
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■変更申出の概要：指定申出予定区域【西田地区】変更前

変更申出区域

地縁者の住宅区域
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■変更申出の概要：指定申出予定区域【西田地区】変更後

変更申出区域

地縁者の住宅区域
↓

一部を指定取消

一部を地縁者の小
規模事業所区域に
変更



■変更申出の概要：指定道路状況図【西田地区】
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国道427号

変更申出区域
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■変更申出の概要：計画規模降雨

変更申出区域

浸水想定なし
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■変更申出の概要：想定最大規模降雨

変更申出区域

0.5m～３m未満の浸水
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■変更申出の概要：区域の現況写真

変更申出区域



 ４　縦覧結果の報告
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■縦覧結果

〇　縦覧について

　 　兵庫県都市計画法施行条例に基づく西脇市特別指定区域
　の指定等に関する規則第11条第２項の規定により、申出案
　の縦覧を実施

〇　縦覧期間　令和８年４月１日から４月１５日まで

〇　縦覧結果　縦覧者３名

〇　意見　なし



５　今後のスケジュール



 ■　今後のスケジュール
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事　項 手続 時　期（予定） 備　考

 西脇市都市計画審議会

 案の縦覧

 西脇市都市計画審議会

 県へ指定申出

 県／県民局：連絡調整会議

 県／本庁：意見照会

 県／開発審査会

 県／決定告示

法定

法定

法定

法定

法定

　令和８年２月13日

　令和8年４月1日～15日

　令和８年５月15日

　令和８年５月中旬

　令和８年６月上旬

　令和８年６月中旬

　令和８年７月16日

　令和８年８月

　事前審議（内容説明）

　２週間

　本審議（諮問）

　

　本審議



令和８年度　第１回
西脇市都市計画審議会

ご静聴ありがとうございました


